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概　要

　本稿の目的は、負の政策効果を把握するため
にはどのような方策が有効であるかを理論的に
検討することである。その際、負の政策効果が
政策対象者の生活状況ないしは生命を脅かしう
るほど大きな影響を与える、障害者政策を理論
枠組みの適用対象にあてはめて議論を進める。
議論を進める手順としては、まず、負の政策効
果の大半を占める意図しない政策効果の概念を
整理する。次に、意図しない政策効果の重要な
発現要因として、政策対象者のニーズの把握の
失敗という要因を提示する。そのうえで、意図
しない政策効果の発現要因を考慮しながら、行
政が実施主体となる現行の政策評価システムは
意図しない政策効果の把握に貢献できていない
点を明らかにする。そこで、行政がニーズの把
握の失敗を回避し政策対象者の多様なニーズに
対応するためには、行政以外の主体による意図
しない政策効果に関する調査活動の成果を行政
が活用する新たな政策評価システムを構築する
必要があることを示す。とりわけ、行政以外の
主体による自発的調査の活用が意図しない政策
効果の把握に適する可能性を示す。ただし、そ
のような政策評価システムの構築にあたっては、
専門性の向上、主観性の軽減および調査資金の
充足といった課題に対処する必要性を指摘する。
なお、現行の政策評価システムの検討にあたっ

ては、日本の府省によって実施されている政策
評価を念頭において論を進める。

1．はじめに

　本稿の目的は、負の政策効果（negative policy 
effects/ outcomes）1を把握 2するためにはどのよ
うな方策が有効であるかを理論的に検討するこ
とである。その際、負の政策効果が政策対象者
の生活状況ないしは生命を脅かしうるほど大き
な影響を与える、障害者政策を理論枠組みの適
用対象にあてはめて議論を進める。議論を進め
る手順としては、まず、負の政策効果の大半を
占める意図しない政策効果の概念と発現要因を
整理する。そのうえで、意図しない政策効果の
発現要因を考慮しながら、障害者政策に適する
政策評価システムのあり方について検討する。
　負の政策効果は行政が意図する負の政策効果
と意図しない政策効果3に分類できるが、本稿
では行政が意図しない負の政策効果に焦点を当
てる。なぜなら、行政は、社会改善を使命とす
る組織であるため、負の政策効果を意図すると
は考えにくいためである。くわえて、行政以外
の第三者的観点からは意図する負の政策効果の
特定が困難である点も理由の一つである。意図
する負の政策効果の存在を行政自らが明らかに
すれば、社会改善に資すべき行政の役割に相反

1 ʻeffectʼ あるいは ʻoutcomeʼ といった単語は、政策実施後の対象の様態を総称するものであるため、対象の状況変化のベクトルの正負を問
わずに用いられる（Scriven 1991: 250）。

2 本稿では、日本の府省の政策評価制度を規定する行政機関が行う政策の評価に関する法律第三条における表記に依拠して、政策効果の
把握という表現を用いる。しかし、「把握」の英語表記は、ʻseizeʼ ではなく ʻanalyseʼ となる。その理由は、諸外国においては、政策効
果は「分析」するものとして捉えられるためである（Dunn 2008: 10-13)。ただし、米国における「分析（analyze）」は、費用便益分析の
みを意味する場合がある（Schick 1971）。

3 意図しない政策効果は、正の政策効果と負の政策効果に分類できる。しかし、意図しない正の政策効果は政策対象者の生活状況を悪化
させないため、把握する必要性は負の政策効果と比較して乏しいと考えられる。それゆえ、本稿では、意図しない正の政策効果につい
てはとりあげない。
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味する。なお、本稿では、政策対象者（本稿で
は、障害当事者）が被る意図しない政策効果に
焦点を当てる。直接的な政策対象ではない一般
市民が被る意図しない政策効果についてはとり
あげない。
　第二の発現パターン（表 1における B）は、
行政が事前にその政策効果の所在を予期してい
なかったために、政策を実施した後に政策対象
者に政策の負の影響が伝わる発現パターンであ
る。この発現パターンでは、政策を実施した直
後だけでなく政策実施の開始から長期間を経た
時点で発現する場合もある（Salamon 1979） 。
　しかし、政策作成者は、政策を実施する前に
あらゆる政策効果の種類や程度を予測できない。
ある政策効果をもたらす要因や政策効果の影響
を受ける対象は、無数に存在する。くわえて、
自然災害や経済成長の鈍化などの実施期間中の
外部環境の変化は、政策効果に変化を生じさせ
る。それゆえ、政策効果は常に不確実であるた
め、すべての政策効果の予測は根本的に不可能
である。このように、意図しない政策効果の発
現の事前防止は不可能である。
　行政が政策効果の予測に失敗し、意図しな
い「負の」政策効果が発現した場合には問題が
ある。意図しない負の政策効果の発現は、政策
対象者の状況を改善するために実施した政策が、
政策対象者の状況を悪化させてしまうことを意
味する。意図しない負の政策効果は、政策対象
者の状況を悪化させる点で道徳的な問題がある
（Jabeen 2016 : 145）。さらに、状況の悪化に伴い、
政策作成者に対する政策対象者の不満が増幅す
る。不満が増幅すると、政策の作成や実施を担
当する行政組織は、円滑に政策を実施できなく

するという批判を浴びかねない。そのため、仮
に、行政が負の政策効果の発現を意図していた
としても、政府の公式文書等における当該政策
効果の事後的検証の記載部分には、その効果は
「意図しない負の政策効果」と記載される可能
性が高い。つまり、行政以外の第三者は、政府
の公式文書等から負の政策効果に関する行政の
意図の有無を推察できないのである4。以上か
ら、行政による公式見解に依拠するアプローチ
をとる場合には、意図しない政策効果が負の政
策効果の大半を占めると考えられる。
　意図しない政策効果とは、政策作成を担う行
政が設定した政策目標に記載されていない政策
効果である。すなわち、行政が望んでいない
政策効果を意味する。本稿では、より具体的
に、政策目標のうち施策や事業単位の達成目標
に記載されていない政策効果と定義する。その
理由は、政策全体を基礎づける各政策領域にお
ける基本法（障害者政策の場合は、障害者基本
法）の条文にある政策目標は抽象的である一方
で、基本法の抽象的理念を実現するための施策
や事業の目標は具体的であるためである。施策
や事業単位の達成目標に着目すれば、より明確
な政策意図を特定でき、その意図に沿わない政
策効果の特定も容易になるのである。
　意図しない政策効果には、行政の予期の有無
に応じて二つの発現パターンがある（表 1参照）。
　第一の発現パターン（表 1における A）は、
行政がその政策効果の所在については予期しつ
つも、その政策効果の発現が政策対象者に及ぼ
す負の影響の程度を予測できなかったパターン
である（de Zwart 2015 : 287）。つまり、負の副
次効果5が意図する政策効果を上回る状態を意

4 当時の行政の政策担当者へのインタビュー調査を行えば、行政が意図する負の政策効果を特定できる余地があるかもしれない。しかし、
本稿では、政府の公式資料から行政の政策意図を特定する手法を前提とするため、インタビュー調査等による行政が意図する負の政策
効果の特定についてはとりあげない。

5 本稿でいう副次効果とは、特定の政策領域内で生じる逆機能（dysfunction）を意味する。

表１　政策効果の分類

意図する 意図しない

予期する Ａ

予期しない Ｂ

（出所：de Zwart 2015: 287）
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らに、2010年代には障害者権利条約の批准に
伴い、障害者基本法をはじめとして障害者に関
する法律の大規模な改正が行われ、障害者は保
護の客体ではなく権利の主体としてみなされる
ようになった（佐藤・小澤 2016 : 233）。つまり、
行政は、障害当事者の運動や社会規範の変化の
影響を受けて、障害者政策の意図を変容させて、
意図しない負の政策効果が生じないように政策
を修正したのである。
　政策効果の事前予測による意図しない負の政
策効果の発現の予防に限界があるならば、政策
を実施した後に意図しない負の政策効果を把握
し政策修正を施すことが考えられうる。政策実
施後であれば、政策作成者は、政策対象者に対
する現実の政策効果やその政策効果が発現した
要因に関する情報を収集できるためである。そ
れらの情報を収集した結果、意図しない負の政
策効果の所在が明らかになった場合には、適切
に政策を修正できる。
　しかし、政策実施前の段階と政策実施後の段
階の双方において、意図しない政策効果を把握
する機能や方策を明らかにする先行研究が不足
している。政策評価研究においては、行政が意
図する政策効果の把握の機能や方策に関して多
くの知見が蓄積されてきた。その知見は、政策
決定や政策改善に使用するための情報提供ツー
ル（山谷 2012 : 12）としての政策評価の機能向
上にある程度貢献してきた。それとは対照的に、
意図しない政策効果を把握する機能を高める評
価手法の研究は、不足している。また、意図し
ない政策効果の発現に関する事例研究は数多く
存在するが（たとえば、Roots 2004; Ruijer 2012; 
6 2014）、事後的な発見にとどまっておりそれを
把握する方策については考察されていない。
　したがって、意図しない政策効果を把握でき
る方策を検討する必要がある。本稿では、まず、
意図しない政策効果の概念と発現要因について
整理する。そのうえで、行政が実施主体である
現行の政策評価システムが意図しない政策効果
の発現要因に対応できるか否かを検討する。し
かし、行政にとっては、政治家や一般市民に対
するアカウンタビリティ確保の観点からみても、
意図する政策効果の有無の把握が優先すべき課
題となる6。そのため、意図しない政策効果の

なる可能性がある。つまり、行政や政治システ
ムに対する信頼性低下によって、行政と政策対
象者との間で円滑なコミュニケーションが成立
しなくなる可能性がある。
　たとえば、障害者政策においては、現在では
幾分修正がなされているが、社会から排除され
孤立的な生活を送らざるを得ず生活の質が低
下するという障害当事者にとっての負の政策
効果が問題となっていた（楠 2009 : 47）。とり
わけ、保守主義レジーム（家族主義レジーム）
（Esping-Andersen 1990） 的な福祉政策を実施し
てきた日本においては、1990年代に入るまで
「日本型福祉社会論」の理念の下で、障害者を
家庭内あるいは家庭での保護が不可能な場合に
は施設内に隔離する政策が採用されていた（尾
上 2009 : 65）。この当時の行政は、社会の中で
残存する優生主義的観念や差別感情の強さを考
慮したうえで、更生困難な重度障害者に対して
は措置制度に基づく給付によって家庭内あるい
は施設内で保護した方がよいという意図を持っ
ていた（Ibid. : 61）。しかし、障害当事者にとっ
ては、社会参加や自立を阻害する点で負の政策
効果をもたらす政策であった。そのため、障害
当事者たちは、1970年代あたりから、行政に
対して不満や反発を示すために障害者解放運動
をはじめとした社会運動を活発化させた。その
結果、地方自治体を中心に、脱施設化や地域で
の自立生活を志向する取り組みが結実されて
いった（Ibid. : 63）。1990年代に入ると、社会
全体の規範構造も、女性政策や高齢者介護政策
をはじめとして脱家族主義的な考え方への転換
が進んだ（西岡 2012 : 26 ; 横山 2002）。障害者
政策においては、それに加えて、1981年から
「完全参加と平等」をスローガンとする国際連
合の国際障害者年キャンペーンが実施され、そ
の基盤となるノーマライゼーションの理念が
行政やマスコミを通じて国民に浸透していっ
た（佐藤・小澤 2016 : 92）。こうした状況の中
で、府省レベルでも政策修正の対応が迫られた。
1990年の福祉八法の改正時に身体障害者福祉
法と精神薄弱者福祉法（現在は知的障害者福祉
法）も改正され、ホームヘルプサービスをはじ
めとした地域での自立生活を支援する在宅福祉
サービスが法定化された（尾上 2009 : 66）。さ

6 西尾勝は、アカウンタビリティは代表性の遵守による正統性すなわち行政の立法意思への忠実性の確認によって確保されると述べてい
る（西尾 1990: 316）。
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条件に応じてニーズはさらに多様となる。また、
障害者政策は、ニーズの多様「化」が進んでいる。
障害観は、医学的観点からみた機能障害という
イメージから、社会的条件つまり社会構造が生
む障害というイメージに変わりつつある（佐藤・
小澤 2016 : 17）。後者の障害観に依拠する場合
には、障害者個人の問題だけでなく、社会にお
ける問題を解決していく必要がある。くわえて、
発達障害者や難病患者といった、これまで「谷
間の障害者」（Ibid. : 34）として扱われていた
者も、時が進むにつれて正式な政策対象者とし
て認識されつつある。このようにニーズが多様
な状況においては、障害当事者各々が被る政策
効果の種類や程度も多様になりやすいため、負
の政策効果も生じやすいと考えられる。社会経
済状況の変化や障害観および障害の定義の変化
によっても、政策効果の程度や種類のバリエー
ションは動態的に変化しうる。
　第三の理由は、障害者政策は、政策領域横断
的な性質を有し、領域ごとあるいは領域をまた
ぐ多様なニーズが存在するため、行政にとって
意図しない負の政策効果が発現しやすい点にあ
る。障害者政策には、医療、福祉サービス、雇用、
教育、住居等のバリアフリー、差別解消などと
いった幅広い政策領域の施策が含まれる（内閣
府 2013）。これらの施策ごとに多様なニーズが
存在するのはもちろんのこと、領域をまたいだ
ニーズも存在する。たとえば、精神科病院等に
長期入院している精神障害者を退院させて、地
域の中での生活を営ませる地域移行（厚生労働
省 2012）は、障害者当人に関する医療・福祉
サービス・雇用の保障だけでなく、その障害者
を地域で受け入れる住民に対する教育や差別解
消のための啓発が重要となる。もし、教育や啓
発が十分に行われない場合には、精神障害者当
人の自立に関するニーズは退院によって一旦充
足されても、地域生活や職業生活において不当
な扱いを受ければ病状が再び悪化し再入院とな
り、地域移行が実現しないという悪循環に陥る。
このような意図しない政策効果は、医療・福祉
サービス・雇用といった地域移行に関する施策
を所管する厚生労働省と、教育を所管する文部

把握に費やす資源が手薄になるとも想定される。
そこで、本稿では、行政以外の主体による政策
に関する調査活動が意図しない政策効果の発現
要因に対応できるかについても検討し、その機
能を高めるための政策評価システムのあり方を
考察する。なお、本稿では、日本の府省の政策
評価システムを念頭において論を進める7。
　次に、理論枠組みの適用対象として障害者政
策を選定した理由について説明する。負の政策
効果は、障害者政策に限らず、あらゆる政策領
域において発現しうる。しかし、本稿で障害者
政策の評価に焦点を当てるのは、その負の政策
効果が対象者の生命や生活の質に大きな影響を
与えるにもかかわらず、負の政策効果の種類や
程度のバリエーションが広くなりやすいためで
ある。また、負の政策効果を被る対象者はそれ
ぞれ範囲が限定されるため、一度その範囲を特
定できれば、他の政策領域と比べ負の政策効果
の把握可能性が高い。
　第一の理由は、障害者政策は、その正否が日
本国憲法によって保障される基本的人権や生存
権に直結する点にある。障害者福祉サービスの
支給、障害者の雇用促進および職場環境の整備、
障害者差別の排除などといった施策や事業は、
障害者の基本的人権や生存権を保障するために
実施されている。それゆえ、これらの施策や事
業において、意図しない負の政策効果が発現し
た場合には、道徳的問題だけでなく法的問題が
生じる。したがって、障害者政策は、意図しな
い負の政策効果を未然あるいは早期に把握する
必要性が高い政策領域である。
　第二の理由は、障害者政策は、政策対象者の
ニーズが多様であるため政策効果の種類や程度
のバリエーションが増え、行政にとって意図し
ない負の政策効果が生じやすい点にある。まず、
医学的観点から見て、障害そのものが多種であ
り上下肢障害、知的障害、精神障害、内部障害
などの機能障害があげられる。これらの機能障
害を重複して有する者もおり、その障害の程度
および種類や重複パターンに応じてニーズが異
なる。さらに、障害当事者各々をとりまく家庭
環境、経済状況、居住地域の環境などの社会的

7 府省レベルの障害者政策を分析対象とする理由は、日本の府省、とりわけ内閣府が障害者政策の計画（障害者基本計画）の策定を行っ
ており、行政の意図を形成しているからである。なお、地方自治体レベルにおける障害者政策は、障害者基本計画に依拠、すなわち日
本の府省の意図に沿って実施されている。
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的で汎用的な政策評価システムの検討に重点が
置かれてきた。その一例が、前述の目標管理型
の政策評価である。他方で、政策特性に応じた
政策評価システムの検討はなされてこなかった。
他の政策領域と異なり、政策対象者のニーズの
多様性によって意図しない負の政策効果が発現
しやすいという特性を持つ障害者政策に適する
政策評価システムの検討は、政策評価システム
の部分最適化へと志向を変更する端緒となると
考えられる。

2．負の政策効果の把握

2. 1　意図しない政策効果の概念と先行研究

　まず、本稿では、意図しない政策効果を、行
政が追求する目的に含まれない効果と定義する。
より具体的には、行政が設定した政策目標のう
ち、施策目標や事業単位の目標に記載されてい
ない政策効果と定義する。本稿では、意図しな
い負の政策効果についてとりあげる。
　意図しない負の政策効果は、前述の表 1で示
したように、予期しているが意図していない政
策効果と、予期していないかつ意図していない
政策効果に分類できる（de Zwart 2015 : 287）。
　前者は、行政が政策を形成する際にあえて明
示しない負の政策効果である。つまり、行政は
その負の政策効果の所在を認識しているが、意
図する正の政策効果の方が効果量を上回ると判
断する政策効果である。このような負の政策効
果は、所在を明示すると政策の正当性を損なう
可能性がある。それゆえ、政府の公式文書等に
おいてその効果は明示されない。しかし、負の
政策効果の影響の予測が過少であった場合には、
行政による意図しない政策効果の把握の適切性
に疑問が呈され、政策対象者からの非難を回避
するため政策修正をせざるをえない。たとえば、
2005年の障害者自立支援法（現在の障害者総
合支援法）の施行にあたっては、障害者のス
ティグマの解消や財政的事情のために福祉サー
ビスの応益負担化（原則 1割負担）がなされた。
しかし、低所得の障害者や複数の福祉サービス
を利用する重度障害者が強く反発し、障害者自
立支援法違憲訴訟へと発展した（佐藤 2015 :  
60）。その後、2009年の民主党への政権交代後

科学省や障害者に関する広報啓発を所管する内
閣府との連携が機能しないかぎり、対処が困難
である。このように、障害者政策においては政
策領域横断性という特性があり、施策ごとに多
様なニーズが生じるだけでなく、異なる府省間
で連携して対処しなければならないニーズが生
じるため、意図しない負の政策効果が発現しや
すい。
　第四の理由は、障害者政策は、負の政策効果
の把握可能性が相対的に高い点にある。障害者
政策の場合には、具体的なニーズが表明されや
すく、ニーズを表明する対象を特定しやすい。
それゆえ、ニーズの集約可能性が高い。たとえ
ば、機能障害別に対象集団が明確に分かれてい
るため、その対象集団ごとにニーズ調査を行え
ばニーズに関する情報を集約しやすい。負の政
策効果に関する情報も、対象集団ごとの発現の
性質の違いに着目できれば集約しやすい。他方
で、具体的なニーズが表明されにくく、ニーズ
を表明する対象を特定できないため、ニーズの
集約可能性が低い政策領域も存在する。たとえ
ば、交通安全政策、環境政策、防衛政策などと
いった政策領域は、対象集団が一般国民全体と
なり細分化できないため、具体的なニーズの特
定が困難となる。以上のように、ニーズの集約
可能性が高い障害者政策は、負の政策効果の把
握がしやすい政策領域の一つである。
　本稿の意義は、以下の二点である。 
　第一に、政策評価の議論において負の政策効
果の把握の議論を導入する点にある。日本の府
省による事後評価においては、意図する正の政
策効果のみを把握しようとする目標管理型の政
策評価の全府省導入（総務省 2012）、つまり標
準化が進んでいる。標準化が進んだ背景には、
評価作業の簡便さや政治家や一般市民に対する
アカウンタビリティ確保の容易さがあげられる。
しかし、この政策評価システムでは、意図しな
い負の政策効果を被る政策対象者の状況を確認
できないという問題点がある。本稿において、
この問題点の解決に寄与する政策評価システム
を提示できれば、政策対象者の生活状況の改善
だけでなく政策の質向上による行政の信頼向上
に貢献できる。
　第二に、障害者政策という個別の政策領域に
適した政策評価システムを検討する点である。
従来の政策評価研究においては、政策領域横断
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ない結果」は同義の概念として定義した（de 
Zwart 2015 : 288-289; Merton 1968 : 117）。
　また、政策研究において、意図しない政策効
果は、政策実施研究や政策の成功あるいは失敗
に関する研究でとりあげられてきた。政策実施
研究においては、当初の政策意図が時間の経過
や空間の違いによって実現するか否かについ
ての議論がなされてきた（たとえば、Pressman 
and Wildavsky 1973; Hill and Hupe 2014; 真 山 
1994）。また、上記のトップダウンアプローチ
と対比されるボトムアップアプローチにおい
ては、政策意図とは関係なく現場の政策実施
者（ストリートレベルの官僚）と政策対象者と
の相互作用の分析によって政策効果を捉えよう
としてきた（村上 2003 : 149 ; Lipsky 1980）。他
方で、政策の成功あるいは失敗に関する研究に
おいては、政策の成功あるいは失敗をもたらす
要因の一つとして意図しない政策効果の発現を
とりあげてきた（たとえば、Hall 1982; Bovens 
and tʼ Hart 1996; McConnell 2010）。しかし、い
ずれの研究アプローチにおいても、特定の事例
に則した意図しない政策効果の発現メカニズム
の解明にとどまっており、意図しない政策効果
を把握する方法について体系的な指針を提供し
ていない。さらに、本来、政策効果の把握を主
題として扱う政策評価研究においては、意図し
ない政策効果の存在について指摘があったとし
ても、意図しない政策効果の分析に焦点をあて
た研究は少ない8。

2. 2　意図しない政策効果の発現要因

　意図しない政策効果の発現要因について
は、Mertonが提示した「予期しない結果」の
発現要因の分類が先行研究としてあげられる。
Mertonは、「予期しない結果」の発現要因を四
つに分類した（Merton : 900-903） 。その発現要
因は、知識の不足、推論の失敗、利益および関
心の即時性、そして価値観および意図に反する
予測の四つである。前者の二つは、行為者であ
る行政の認知能力の限界（政策効果の予測能力
の限界）や前例踏襲をはじめとした認知バイア
スに着目した発現要因である。他方で、後者の

に、障害者福祉施策を所管する厚生労働省は、
応益負担から応能負担へと政策修正を余儀なく
された。
　後者は、行政が事前に予測できなかった負の
政策効果である。つまり、政策実施の開始から
一定期間後にその発現を認識できる負の政策効
果である。後者の効果も負の程度が大きい場合
には、政策対象者からの非難を回避するため政
策修正をせざるをえない。たとえば、発達障害
に関して認知されていなかった頃の教育政策に
おいては、発達障害を有する人は、身体障害者
や知的障害者等と異なり、特別な支援を受けず
に教育を受けていた。しかし、社会の変化に伴
い発達障害の存在が認知されるようになってか
ら、通常の教育では、発達障害を有する児童の
発達や学生の学業に悪影響が生じ、不登校や大
学中退といった事態を招くことが明らかとなっ
た。それを受けて、教育政策を所管する文部科
学省は、2005年の発達障害者支援法の施行に
より、発達障害者に対しての個別教育支援計画
の推進等の新たな施策を導入した。
　政策研究における意図しない政策効果や予
期しない政策効果の概念は、Ruijerによると、
Robert K. Mertonが提唱した「予期しない結果」
（unanticipated consequence） という概念に由来す
る（Ruijer 2012 : 312）。この概念が提唱された
背景には、鳥瞰的な視点から社会の予測、統制、
そして計画することに限界があるという知見が
あった（Merton 1936 : 903-904） 。その知見と
は、社会計画を行う行為者が特定の目的を追求
しようとしても、社会における個々人の行動
の集積が目的と異なる状態を生み出しうるとい
う知見であった。政策作成の観点に置き換える
と、事前に政策効果のパターンを正確に予測し
ようとしても政策対象者間の複雑な相互作用に
影響を受ける政策実施の段階で不確実性に直面
するということである。なお、Frank de Zwart
によると、Mertonはのちの論考で、社会の機
能を社会計画に示される顕在的機能（manifest 
function） と社会計画に示されない潜在的機能
（latent function）に分類し、潜在的機能を「意
図しない結果」（unintended consequence） と呼
んだ。その際、「予期しない結果」と「意図し

8 意図しない政策効果の分析を主題としてとりあげている研究として、たとえば、Sherrill  （1984）、Morell（2005） 、Jabeen（2016）がある。
しかし、これらの研究は、理論的な論点整理にとどまっており、意図しない政策効果を把握するための方法論の確立には至っていない。
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　第二に、行政が対応していないニーズを有す
る政策対象者の数の予測の失敗である。ニーズ
を有する対象者数を過少に予測したためその
ニーズに対応しなかった場合の失敗である。特
定のニーズを有する対象者の数が増えれば増え
るほど、その対象集団の政治的・社会的影響力
が大きくなるため、行政は当初の意図に反する
政策修正を余儀なくされる。
　第三に、政策実施によって、政策対象者の特
定のニーズの充足度が低下するといった不利益
の予測の失敗である。これは、意図しない負の
政策効果の程度を行政が過少に予測していたと
いう失敗である。政策実施によって特定のニー
ズの充足度が実施前よりも大きく低下した場合
には、政策対象者の生活状況が悪化する可能性
がある。前節で述べた障害者自立支援法におけ
る福祉サービスの応益負担化の失敗は、この類
型にあてはまる。
　ニーズの把握の失敗は、Mertonが提示した
予期しない結果の発現要因である行政の知識の
不足や推論の失敗によって生じる。以下では、
行政の認知能力の限界から生じる知識の不足と、
行政の認知バイアスによって生じる推論の失敗
の観点に分けてニーズの把握の失敗が生じやす
い場面について述べる。
　知識の不足によるニーズの把握の失敗は、以
下の状態のときに生じやすい。第一に、各政策
対象者のニーズが多様なときである。ニーズが
多様であればあるほど、行政がニーズを把握す
るときの作業量が増えるためである。第二に、
自然災害や経済恐慌などの外部環境の劇的な変
化によって政策対象者の生活状況が劇的に悪化
したときである。自然災害や経済恐慌は突発的
に起こるため、政策対象者の経済状況等の悪化
による新たなニーズの発生は予測できない場合
がある。
　推論の失敗によるニーズの把握の失敗は、以
下の状態のときに生じやすい。第一に、行政が
意図した政策効果のみに関心を有するときであ
る。つまり、行政が政策目標に関連するニーズ
のみの充足を重視する一方で、政策目標に沿わ
ないニーズを考慮しない状態である。第二に、
行政が前例踏襲的な政策効果の予測を行ってい
るときである。この状態は、行政が、発達障害

二つは、行為の影響を受ける政策対象者の行動
に着目した発現要因である。
　しかし、これらの発現要因は、行為者である
行政の意図を分析の出発点としたうえで行政と
政策対象者との間の相互関係に着目する本稿の
分析枠組みには適さない。Mertonによる予期
しない結果の発現要因の分類は、社会を計画す
る行為者の問題と社会を構成する各個人の問
題が別個に扱われているのである。Mertonは、
あくまで社会学的な分析の素材として「予期し
ない結果」の概念を活用しようとしていたと考
えられる。
　そこで、本稿では、行政と政策対象者との関
係性に着目して、新たに政策対象者のニーズの
把握9の失敗という意図しない政策効果の発現
要因を提示する。政策対象者のニーズの把握の
失敗とは、行政が政策対象者の有する特定の種
類のニーズやそのニーズの程度を把握できな
かった状態である。本稿でいうニーズとは、政
策対象者が想起する「望ましい将来の状態」（足
立 2005 : 79）すなわち解決すべき社会的課題
を表し、政策が望ましい将来の状態の達成に寄
与しているか否か、あるいは逆に阻害している
か否かが政策対象者にとっての政策効果の判断
規準（criteria） となる（Langbein 2012 : 7） 。意
図しない負の政策効果は、行政が政策対象者の
ニーズの把握に失敗し、そのニーズの充足を政
策が阻害したときに生じるのである。
　また、ニーズの把握の失敗は、具体的には三
種類に分類できる。いずれの失敗も放置した場
合には、行政にとって道徳的な問題が生じたり、
行政の信頼性低下につながる。それゆえ、以下
の三種類それぞれの失敗の程度が大きければ大
きいほど、行政は把握できていなかったニーズ
に対応する必要がある。
　第一に、対応すべきニーズを有する政策対象
者の範囲の予測の失敗である。たとえば、教育
政策の実施において、発達障害を有する人の存
在を考慮していない場合、それらの人びとの
ニーズの把握には失敗する。特定の政策の実施
によって、発達障害を有する人が学校に通学で
きないといった意図しない負の政策効果が生じ
た場合には、行政にとって道徳的な問題や法的
な問題が生じうる。

9 ニーズの把握という表現は、障害者福祉の専門書を執筆する佐藤久夫と小澤温の表現に依拠している（佐藤・小澤 2016: 120）。
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現行の政策評価システムと意図しない政策効果
の把握との関係について論ずる。
　なお、本稿では、現行の政策評価システムに
依拠して政策形成段階の事前評価と政策評価段
階の事後評価とを区別して論を進めるが、実態
としてこの二つが区別されるわけではない点に
留意する必要がある。すなわち、本稿では、まず、
政策実施研究におけるトップダウンアプローチ
の観点から政策評価システムの検討を進めるが、
実態はボトムアップアプローチに近いというこ
とである。障害者政策をはじめとした福祉分野
では、地方自治体等で活動するストリートレベ
ルの官僚が政策実施において大きな役割を果た
す（Lipsky 1980）。日常的に行われる政策対象
者との相互作用において、ストリートレベルの
官僚は、裁量を用いて情報収集、ニーズ対応そ
して政策修正を行っている。つまり、政策を運
用する現場では、政策実施過程においても政策
形成が行われるのが実態であり（伊藤 2015 :  
212-213）、インフォーマルな形で事前評価と事
後評価が区別されずに実施されている。
　まず、事前評価においては、費用便益分析あ
るいは費用効果分析という評価手法を用いて政
策効果を把握する。費用便益分析は、ある政策
を実施した場合の政策対象者にとっての便益と
費用を貨幣価値として評価し、便益と費用の大
小を比較して、その結果を意思決定に役立てよ
うとする手法である。また、便益の貨幣価値化
が困難な場合には、便益の代わりにアウトカム
指標を用いて費用効果分析を行う（長峯 2014 :  
110）。このような分析手法が事前評価において
用いられる理由は、予算に制約があるなかで、
政策実施においてできる限り効率的な資源配分
が求められる点にある。なお、日本の府省にお
いては、規制の事前評価（総務省 2007）、租税
特別措置等に係る政策評価（総務省 2013）、公
共事業評価、研究開発事業評価、政府開発援助
の事前評価（総務省 2015a）において費用便益
分析あるいは費用効果分析の手法が活用されて
いる。
　しかし、事前評価の機能は、意図しない政策
効果の把握の観点からみて限界がある。ここで
便益を正の政策効果、費用を負の政策効果と解

についての認知の広まりなどの漸進的な社会変
化に伴って生じた政策対象者の新たなニーズを
考慮していない状態に該当する。あるいは、政
策対象者の範囲を拡大して既存の政策を再実施
する際に、従来の政策対象者と新規に拡大され
た範囲の政策対象者との間のニーズの相違を考
慮していない状態に該当する。
　以上のように、ニーズの把握の失敗によって
生じる意図しない政策効果の発現は、政策実施
前の政策形成の段階あるいは政策実施後の段階
に由来する。政策形成段階におけるニーズの把
握の失敗は、行政による推論の失敗やニーズの
多様性に関する行政の知識の不足によって生じ
る。他方で、政策実施後の段階におけるニーズ
の把握の失敗は、外部環境の劇的な変化をはじ
めとした根本的な不確実性に関する行政の知識
の不足によって生じる。
　このような意図しない政策効果の発現要因が
生じる時期を考慮すると、行政は、意図しない
政策効果を把握するためには事前の段階だけで
なく事後の段階においても評価を実施する必要
がある。推論の失敗や知識の不足を防げず意図
しない政策効果が政策実施の期間中に生じた場
合も、意図しない負の政策効果の程度が大きい
場合には政策を修正する対応しなければならな
い。意図しない負の政策効果による政策対象者
の生活状況の悪化を早期に抑制するためには、
行政が事後的に評価を実施して意図しない負の
政策効果の所在やその影響の程度の把握が必須
となる。

3．現行の政策評価システムの検討

　本章では、現行の政策評価システムにおいて、
意図しない政策効果の把握が適切になされうる
かについて検討する。本稿でいう現行の政策評
価システムは、日本の府省の政策評価システム
を前提としている。その政策評価システムにお
いては、政策を作成する行政組織が自ら事前評
価と事後評価を実施する10。本稿では、意図し
ない政策効果の把握の観点から、事前評価と事
後評価の機能を検討してから、行政が運用する

10 田辺国昭は、この政策評価システムを「強制された自己評価」とよんでいる（田辺国昭 2006: 91）。日本の府省による政策評価の実施は、
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の規定によって義務付けられている。
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手法であるため、意図する政策効果の把握しか
できない。つまり、予期しているかいないかに
かかわらず、意図しない政策効果の把握を行わ
ない評価手法なのである（Vedung 1997 : 45-46）。 
この点において、業績測定は、「視野狭窄」（tunnel 
vision） 的な思考を併せ持った評価手法である
（de Zwart 2015 : 287 ; van Thiel and Leeuw 2002）。
以上から、業績測定のみに依拠する政策評価シ
ステムにおいては、意図しない政策効果を把握
できない。
　業績測定の対となる評価手法としてゴールフ
リー型評価が存在するが、意図しない政策効果
を把握できる余地があるにもかかわらず評価に
関する行政実務において普及が進んでいない。
ゴールフリー型評価は、政策目標の存在を考慮
の外に置いたうえで、政策対象者のニーズに合
致した政策効果が発現したか否かを確認する評
価手法である。この評価手法は、政策実施研究
のボトムアップアプローチやストリートレベル
における官僚の役割と親和性がある。また、政
策目標にもとづいた政策評価と対比して、ニー
ズにもとづいた政策評価ともよばれる（Scriven 
1991 : 180）。この評価手法においては、政策対
象者へのニーズ調査を通じて、政策意図や予期
との関係の有無を考慮せずにあらゆる政策効果
を把握する12。その結果として、意図しないか
つ予期しない政策効果の所在を発見できる余地
がある。しかし、ゴールフリー型評価は、評価
における行政実務において普及してこなかった
13。その理由は、評価実務に対応した具体的な
方法論が確立されていない点14（Jabeen 2016 :  
146）やニーズ調査にあたって評価費用が高い

釈するならば、費用便益分析あるいは費用効果
分析においては、意図する政策効果だけでなく、
事前に予期できる範囲における意図しない負の
政策効果（表 1における Aの領域）を把握で
きる余地がある。しかし、根本的な不確実性の
問題から、事前評価の段階で予期できない政策
効果（表 1における Bの領域）も存在するの
である（Jabeen 2016 : 145）。
　他方で、事後評価においては、業績測定
（performance measurement）あるいはプログラム
評価11の一手法であるインパクト評価という評
価手法を用いて政策効果を把握する。日本の府
省においては、目標管理型の政策評価において
業績測定（原田 2016 : 156）、総合評価方式にお
いてインパクト評価（山谷 2006 : 8）が活用さ
れている。以下では、それぞれの手法の機能に
ついて検討する。
　業績測定とは、事前に設定した政策目標の達
成度についての継続的なモニタリングである
（田辺智子 2014 : 2）。業績測定は、政策目標に
関する指標値の変化を単純に観察する手法であ
るため、行政の評価担当者にとって簡便であ
る。また、評価書を閲覧する政治家や一般市民
にとっても評価結果がわかりやすく、行政によ
るアカウンタビリティ確保が容易である。それ
ゆえに、行政実務においては主流の評価手法と
なっており（Vedung 2010 : 273）、日本の府省
においては目標管理型の政策評価を一律適用す
るシステムが定着しつつある（総務省 2012）。
　しかし、業績測定は、意図しない政策効果の
把握の観点からみると不適切な評価手法である。
業績測定は、政策目標の達成度を測定する評価

11 プログラム評価とは、今後の意思決定のために政策、プログラムあるいはプロジェクトの有効性を判断する実証的な社会科学の研究
手法を応用した評価手法である（Langbein 2012: 3）。プログラム評価は、三つの手法から構成されている（Maddison and Denniss 2013: 
162-164）。その三つの手法とは、プロセス評価、インパクト評価および経済学的評価である。まず、プロセス評価とは、政策の意図に沿っ
て政策が実施されているか否かを把握する手法である。次に、インパクト評価とは、政策と現実の政策効果との間の因果関係を解明す
る手法である。最後に、経済学的評価とは、費用便益分析や費用効果分析といった経済学的手法を用いて政策対象者にとっての便益と
費用を計算する手法である。

12 多様なニーズを把握しようとすればするほど、意図しない政策効果の正確な把握が可能となる。同様の文脈で、佐野亘は、政策評価も
含めた規範的政策分析に期待される役割として「議論の幅を広げること」をあげている（佐野 2013: 72）。すなわち、政策分析を行う際に、
できる限り包括的あるいは網羅的にニーズを反映しニーズの「見落とし」を防ぐことで、政策問題の状況を適切に把握しやすくなると
論じている。

13 例外として、内閣府男女共同参画局が実施していた男女共同参画影響調査（以下、「影響調査」とよぶ）がある（内閣府男女共同参画
局 2003）。影響調査は、男女共同参画社会の形成にかかわる各省庁の政策を対象に実施される。これは、社会や家庭における男女の状
況やニーズの違いによって、政策を作成する各省庁が意図していた政策効果と異なる効果が生じているか否かを把握するものである。
実施された影響調査に関する報告書は、現在までのところ以下の三つが公表されている。2007年 3月に作成された「多様な選択を可
能にする能力開発・生涯学習施策に関する監視・影響調査報告書」、2008年 6月に作成された「高齢者の自立した生活に対する支援に
関する監視・影響調査報告書」および 2009年 11月に作成された「新たな経済社会の潮流の中で生活困難を抱える男女に関する監視・
影響調査報告書」である。

14 たとえば、評価規準がないため、どの程度のニーズを抽出すべきかについては、評価担当者の裁量による判断となる。
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を実施できる。他方で、予期できない場合には、
インパクト評価はその効果の把握に貢献できな
い（Jabeen 2016 : 147） 。以上から、インパクト
評価は、活用者の問題関心が特定の意図しない
政策効果の所在の確認にあるのであれば、意図
しない政策効果を把握できる余地がある。
　以上、評価研究において検討されてきた評価
手法の意図しない政策効果の把握に関する機能
の理論的検討の結果をまとめると、表 2のとお
りである。
　次に、現行の政策評価システムと意図しない
政策効果の把握との関係について、二点指摘す
る。
　第一に、現行の政策評価システムでは、政策
を作成する行政組織自らが政策評価を実施する
ため、とりわけ事後評価において評価対象が意
図する政策効果のみに限定されやすいと考えら
れる。行政組織自らが政策評価を実施する場合
には、自らの意図通りに政策が機能しているか
どうかを確認する動機づけが強く働く。つまり、
意図する政策効果の把握に重点を置く動機づけ
が働く。また、政治家や一般市民へのアカウン
タビリティ確保を志向するのであれば、行政は
政策目標の達成度の明示を優先する必要がある。
その証拠として、日本の府省においては、前述
したように目標管理型の政策評価の標準化が進
んでいる。
　第二に、現行の政策評価システムでは、行政
が意図しない政策効果の把握のために多くの組
織資源や金銭を費やすことが困難である。行政
組織は、政策評価のみに組織資源を集中させる

点（Vedung 1997 : 62） にある。
　もう一つの事後評価の評価手法であるインパ
クト評価は、厳格な調査手法を用いて政策効果
を把握する手法である。インパクト評価は、業
績測定の長所にあるような簡便さを犠牲にする
代わり15に、外部要因の効果を排除して政策の
純効果を把握できるという精密さに長所を有す
る。具体的には、実験アプローチ、擬似実験ア
プローチあるいは統計解析などといった科学的
な調査手法を用いて外部要因を統制し、政策効
果を把握する（田辺智子 2014 : 4）。評価研究に
おいては、インパクト評価を用いた政策効果の
把握が、評価実務の標準的アプローチとして捉
えられている（山谷 2012 : 12）。ただし、日本
の府省においては、評価の実施に必要な組織資
源や金銭が莫大となるため、総合評価方式によ
る評価の実施件数が著しく少ない（田中 2013 :  
41）。
　インパクト評価は、意図しない政策効果の把
握の余地がある評価手法である。たしかに、イ
ンパクト評価は、プログラム評価の一手法であ
り、評価手法を活用する際の問題関心は、意
図する政策効果が発現しているか否かを正確
に把握する点にある（Rossi, Lipsey and Freeman 
2004 : 16）。その問題関心に依拠する限りは、
意図しない政策効果を把握できない。しかし、
行政が特定の意図しない政策効果の発現の兆候
を認識できる場合には、意図しない政策効果の
所在を確認するためにインパクト評価を実施す
ることも可能である。すなわち、意図しない政
策効果を予期できる場合には、インパクト評価

15 他方で、業績測定には、指標の実績値の変動の要因を説明できないという短所がある。すなわち、その変動が政策によるものか、ある
いは外部要因によるものかを特定できない（Hatry 1999: 5-6）。

表２　各評価手法の意図しない政策効果の把握の機能

意図しないけれども
予期する政策効果

意図しない かつ
予期しない政策効果

費用便益／費用効果分析 ○ ×

業績測定 × ×

インパクト評価 ○ ×

ゴールフリー型評価 ○ ○

（出所：筆者作成）
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ゴールフリー型評価を実施できる可能性は低い。
その理由としては、総務省に関しては内閣の一
員である点、会計検査院に関しては検査結果の
立法府への報告義務を有するため政策実施が立
法意思を遵守しているかどうかの確認を重視す
る点にある。また、白智立は、行政監察や会計
検査はその対象となる行政組織との協力調整を
前提としている点を指摘したうえで、行政監察
ないしは会計検査プロセスの障害について、以
下のように述べる。「調査結果が関係行政機関
に尊重されれば、発見された問題について速や
かな解決を果たすのに有利であるかもしれない
が、他方、あまりに協力の保持を強調するなら
ば、かえって調査対象機関の言いなりとなり、
これが実質的な問題点の発見の障害となって、
相手側の認める事情しか監察しえない事情を生
む恐れがある」（白 2001 : 102-103）。
　以上、現行の政策評価システムについての検
討の結果、行政単独では、意図しない政策効果
の把握は困難であることが明らかである。事前
評価においては、費用便益分析あるいは費用効
果分析の質が低く、意図しない政策効果の分析
にまで組織資源や金銭を割り当てることは困難
である。また、事後評価においては、意図しな
い政策効果の把握ができない業績測定の主流化
が行政実務において進んでいる。つまり、現行
の政策評価システムにおいては、事前評価・事
後評価ともに、意図する正の政策効果の立証に
よる政策の正当化に重点が置かれているため、
正負双方の政策効果をバランスよく把握するこ
とに関心がない。
　そこで、意図しない政策効果を把握するため
に費用効果分析、インパクト評価およびゴール
フリー型評価を実施するためには、行政が行政
以外の主体による調査活動の成果を活用する必
要があると考えられる。現行の政策評価システ
ムは、行政によって認定されたニーズの充足の
有無を確認する、いわば「審査型」のニーズ評
価である。しかし、この評価システムでは、行
政によって認定されていないニーズを有する政
策対象者への関心が向けられず、そのような政
策対象者が被る負の政策効果を把握できない。
そこで、負の政策効果を把握するためには、「審

わけではない。行政組織は、新規の政策作成、
それに伴う法案作成、予算要求および予算執行
に関わる組織管理といった多様な業務と並行し
て政策評価に取り組んでいく必要がある。また、
費用便益分析、インパクト評価あるいはゴール
フリー型評価をはじめとして質の高い評価を実
施しようとすればするほど、多くの人員や金銭
が必要となる。したがって、政策評価に割り当
てる組織資源や金銭の余裕が乏しい行政組織に
とっては、質の低い費用便益分析あるいは費用
効果分析や簡便な評価手法である業績測定を
実施せざるをえない。とくに、事前評価の評価
手法である費用便益分析あるいは費用効果分析
に関しては、効果の予測法、効果の評価基準の
選択法や相互換算法、代替案間の比較法や便益
や費用の情報収集について高度な技術が要求さ
れており、行政にとって過重な負担となって
きたと指摘されてきた16（西尾 1976 : 3 ; 山谷 
2012 : 224-225）。その証拠の例として、各府省
の政策評価の点検活動を行う総務省は、規制の
事前評価と租税特別措置等に係る事前評価に関
して、以下の指摘を行っている。規制の事前評
価において、費用や便益の値の定量化がなされ
ていないとの指摘や規制以外の代替案との比較
衡量が不十分との指摘がある（総務省 2016a :  
1）。租税特別措置等に係る事前評価においても、
効果や達成目標の実現状況の説明が不十分との
指摘や税の減免によって生ずる将来の減収額す
なわち費用の予測が不十分との指摘がある（総
務省 2015b : 5）。以上のような状況下では、行
政は、意図しない政策効果を把握できない。
　なお、現行の政策評価システムにおいては、
第三者的観点から、総務省の行政評価局調査（旧
行政監察局の行政監察の流れを汲む）や会計検
査院の有効性検査において各府省が所管する政
策を評価しているが、業績測定やインパクト評
価の手法を用いた意図する政策効果の把握にと
どまっている（総務省 2016b; 東 2015）。これら
の調査や検査は、社会的反響の大きな問題に対
して、行政上の問題として改善すべきかを判断
するために実施されうる（増島 1981 : 212-216）。
この点においては、ゴールフリー型評価を実施
する余地があると判断できる。しかし、実際に

16 この指摘は、1960年代の米国において連邦全省庁に導入された費用便益分析を活用した予算編成システムである PPBS（Planning 
Programming Budgeting System）の失敗の経験にもとづいてなされている。
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ある。
　第一の特徴は、調査活動の主眼が政策問題の
実態把握と問題解決にあるために、政策目的す
なわち政策意図の正否についても検討可能な点
である。現行の評価活動と比較して、行政以外
の主体による調査活動は、政策目的が達成され
たか否かの評価に限らず、解決すべき政策問題
の設定すなわち政策対象者のニーズの特定の正
否も含めた政策目的自体の評価も対象とする
（Etzioni 1971 : 9） 。すなわち、ゴールフリー型
評価の実施も可能であり、政策目的や政策意図
と合致しない政策対象者のニーズがもたらす意
図しない政策効果の把握が可能となる。対照的
に、現行の評価活動は、所与の政策目的の達成
に資するツールとして機能する（山谷 2012 :  
16）。つまり、政策目的を達成するための施策
や事業の正否に焦点を当てる。しかし、現行の
評価活動においては、政策目的や政策意図は所
与として扱われるためそれ自体の正否は問われ
ないのである。
　第二の特徴は、政策効果を把握するための手
法が多様であり、意図しない政策効果の把握に
適した手法も存在する点である。Peter J. Haas
と J. Fred Springerによると、調査活動における
政策効果を把握するための手法として、問題探
索型調査（ゴールフリー型評価）、現状記述型
調査（プログラム評価におけるプロセス評価）、
因果関係特定型調査（インパクト評価）、将来
予測型調査（シナリオ分析）および政策選択型
調査（費用便益分析）の五種類があるという
（Haas and Springer 1998 : 27-54）。このうち、問
題探索型調査は、政策対象者へのインタビュー
調査、サーベイ調査、参与観察などを通じて政
策対象者のニーズを把握し、解決すべき政策問
題を特定する手法である。問題探索型調査を通
じて、事前評価あるいは事後評価の段階で行政
の政策意図に沿わないニーズを発見できれば、
意図しない政策効果の把握に貢献する可能性が
ある。対照的に、現行の政策評価活動において
は、費用便益分析、インパクト評価および業績
測定といった三つの評価手法が定式化されてい

査型」から行政が認定すべきニーズを特定す
る「発見型」のニーズ評価へと転換する必要が
ある。その転換にあたっては、行政だけでなく、
認定すべきニーズに関する情報を提供する行政
以外の主体によるニーズ調査の活動が前提とな
る。
　行政以外の主体であれば、意図した政策効果
を把握する動機づけに左右されない。むしろ、
調査主体が政策対象者の立場に近似すればする
ほど、政策対象者の実際のニーズに対応した意
図しない政策効果を把握する動機づけが働くと
考えられる。次章では、この想定をふまえたう
えで、行政以外の主体による調査活動が意図し
ない政策効果の把握に貢献しうるか否かについ
て考察を深める。

4．障害者政策に適する政策評価システムの
構築に向けて

4. 1　 行政以外の主体による調査活動の機能

　本節では、行政以外の主体による調査活動に
よって、意図しない政策効果を把握できるかに
ついて検討する。本稿でいう行政以外の調査主
体とは、シンクタンク（民間シンクタンクやコ
ンサルティング会社）、学術団体（学会や大学
付属の研究機関）、（福祉）オンブズマン17、政
策対象者が参加する NPO団体18を念頭に置い
ている。また、本稿で評価活動と調査活動とを
区別する理由は、評価活動が行政による意思決
定に直接活用できる政策効果情報を生産する活
動であるのと対照的に、調査活動は政策問題の
実態に関する情報を生産する活動である点にあ
る。つまり、政策に関する調査活動は、行政以
外の調査主体が特定の政策問題に関して分析を
行い、そこで得られた情報をもとに行政に対し
て問題解決を促す情報を生産する活動として捉
える（Majchrzak and Markus 2014 : 2）。
　行政以外の主体による調査活動には、現行の
評価活動と比較したとき、以下の二つの特徴が

17 政策対象者個人の苦情や権利を救済するために、個人の代わりに行政に対して異議申し立てを行う役割が期待される。その異議申し立
てを行う際に、オンブズマンは、意図しない政策効果に関する調査を実施する。とくに、オンブズマンは、早い段階での個人の異議申
し立ての一般化を行うことで、行政に対して政策変更を促し、負の政策効果の影響をできる限り小さい程度にとどめる能力を有する（今
川 2011）。

18 個別疾病の患者会、家族会、日本障害者協議会や障害者インターナショナル協議会などの当事者団体があげられる。
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が問題探索型調査を調査の実施主体に委託する
場合には、ニーズ調査を通じて意図しない政策
効果を把握できる可能性がある。以上のように、
委託調査は、専門性が高く行政のレスポンシビ
リティ確保には有効である一方で、調査の実施
主体にとっての自由裁量の程度が小さいため意
図しない政策効果の把握は困難である可能性が
高い。
　第二に、自発的調査は、行政が関与せず、調
査の実施主体自らの問題意識に沿って政策効果
を把握する調査である。自発的調査は、行政が
調査内容に介入しないため、実施主体が調査目
的や調査内容を自由に決定できる。また、自発
的調査の実施主体は、主に委託調査を担う民間
シンクタンクやコンサルティング会社と異なり、
自らの経験から特定の政策に対して問題意識を
有する主体が担う。そのため、自発的調査は、
政策対象者から構成される NPO団体などが実
施主体となりうる。その場合には、政策対象者
が特定の政策実施によるニーズの充足度の低下
を主張するために、自発的調査を通じて政策意
図に沿わないニーズの存在が意図しない政策効
果を発現させていることを立証できる。つまり、
自発的調査において、政策対象者が実施主体と
なるあるいは政策対象者が調査チームに入って
いれば、意図しない政策効果を把握できる余地
がある。
　行政以外の主体による調査活動の特徴や形態
についての議論をふまえると、意図しない政策
効果の把握に特化した調査活動としては、調
査の実施主体が問題探索型調査を自発的に実
施する活動が最も望ましいと考えられる。こ
こで、意図しない政策効果を把握するための
問題探索型調査において重要となるのは、事
例研究などの定性的調査を通じて、政策が政
策意図と異なる効果をもたらしている因果メ
カニズムを明らかにすることである（Jabeen 
2016 : 145 ; Pawson 2006 : 24-25）21。因果メカニ
ズムの解明の際には、生活実態や居住する地域
特性などを含めた政策対象者の文脈を詳細に調

る。したがって、現行の政策評価活動の手法は、
行政以外の主体による調査活動と比較すると多
様性がない。多様性がない理由は、現行の政策
評価活動においては意図する政策効果の把握に
特化した評価手法のみが活用されているためで
ある。
　次に、行政以外の主体による調査活動の形態
について述べる。以下では、委託調査と自発的
調査の二つの形態をとりあげる。
　第一に、委託調査は、行政が行政以外の主体
に対して政策効果に関する情報提供を依頼する
調査である。委託調査は、行政単独では組織
資源の制約から政策効果の把握の作業が困難
な場合に実施される19。実施にあたっては、行
政が調査の実施主体に対して、調査目的や依
頼したい調査内容（たとえば、調査対象や調
査手法）を詳細に記した調査依頼書（request 
for proposals） を提示したうえで、依頼に応じ
た実施主体に委託調査のための資金を提供す
る（Ibid. : 76-78）。調査の実施主体は、日本の
府省においては、調査手法に関する専門知識を
有するシンクタンクやコンサルティング会社で
ある場合が多い（原田 2012 : 305）20。また、委
託調査は、アカウンタビリティ確保を志向する
評価活動と異なり、行政が自発的に政策効果を
把握し、その情報を政策改善に役立てようとす
る調査である。つまり、行政が民意に自発的に
応答する責任であるレスポンシビリティ（西尾 
1990 : 316）を確保するための調査である。
　しかし、委託調査では、意図しない政策効果
の把握が困難である可能性が高い。委託調査に
おいては、行政が調査の実施主体に対して調査
内容の指示を行うため、調査結果には行政の意
向が働きやすい。前述したように、行政は意図
する政策効果の有無の確認に関心を有する。そ
れゆえ、委託調査を実施する場合には、民間シ
ンクタンクやコンサルティング会社が質の高い
費用便益分析（費用効果分析）やインパクト評
価を実施し、意図する政策効果の有無を明らか
にする場合が多いと考えられる。ただし、行政

19 なお、評価活動と別個の活動として、行政が自発的に調査を行う場合もある。たとえば、障害者政策では、厚生労働省が「生活のしづ
らさなどに関する調査」（厚生労働省 2013）において障害者の生活実態やニーズについてアンケート調査を行っている。

20 なお、障害者政策においては、厚生労働省が障害当事者から構成される一般財団法人全日本ろうあ連盟に「意思疎通支援実態調査事業」
を委託した事例がある（佐藤 2015: 151）。この調査では、障害者総合支援法の意思疎通支援事業の対象となっていないものの実際に意
思疎通の支援を必要とする障害者について、その現状と支援ニーズを把握するための事例調査を行っている。

21 沼上幹は、経営学における意図しない結果の研究においては、定量的研究による法則定立アプローチよりも、個別事例研究に基づいた
因果メカニズム解明アプローチの方が望ましいと述べている（沼上 2000: 136-137）。
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しかし、ワークショップやフォーカスグループ
ディスカッションといった手法は、指定された
時間の枠内で表出されたニーズしか捉えられな
い。また、参加者が意識的に表出したニーズし
か捉えられない。他方で、行動観察という手法
は、調査者が調査対象者（本稿では障害当事
者）の生活する現場に足を運び、対象者の行動
やその背景にある生活状況に関する情報をつぶ
さに観察する方法論であり、障害当事者やその
家族が認識していなかった潜在的なニーズまで
も発見できる点に強みがある（松波 2013 : 76, 
82）。ただし、調査対象者の日常的な行動をつ
ぶさに観察したうえでニーズの分析を行うため、
調査に長い時間を要し人件費も高くなるという
費用面での難点がある。しかし、この調査手法
は、委託調査であれ自発的調査であれ、ニーズ
の把握の機能が高いという点において、障害者
政策に関する調査にも有用であろうと考えられ
る。
　本節の最後に、意図しない負の政策効果に関
する NPO団体による調査活動の成功例をあげ
る。本稿では、特定非営利活動法人政策 21（以
下、政策 21とよぶ）によって実施された平成
28年度岩手県民協働型評価業務「精神障がい
者の地域移行支援の取組」についての調査（岩
手県 2016）を紹介する。政策 21は、政策評価
制度の導入および運用支援だけでなく外部評価
の実施や中間支援を行う、政策評価を専門とし
た NPO団体である（岩渕 2008 : 85）。政策 21
は、岩手県民協働型評価事業の評価企画案の公
募に応じて評価テーマを提示し、岩手県と委託
契約を結び当該調査を実施した。また、岩手県
民協働型評価とは、内部評価とは異なる視点で、
NPO等がより県民の実感に近い視点で県施策
の評価および政策提言を行うものである（岩手
県 2015）。
　本調査は、厚生労働省が地方自治体に対して
推進している、施設や精神科病院に入所（入院）
している障害者の地域移行に関して、これまで
の岩手県の取組の成果や課題・県への要望を、
現場で地域移行支援に携わる実務者を対象とし
た実態調査を通じて明らかにしている（岩手県 
2016 : 3）。調査手法は、県の担当課（障がい保
健福祉課）・医療機関（4か所）・支援事業者（4
か所）を対象とした聞き取り調査、市町村（35
市町村）を対象としたアンケート調査、そして

査したうえで、文脈の影響を受けた政策対象者
が政策意図と異なるニーズを有し、政策意図と
実際の政策対象者のニーズとの相違が負の政策
効果をもたらしている状態を示す必要がある。
　また、問題探索型調査の方法論の具体化にあ
たっては、マーケティング論の知見の活用も有
用である。楠木建は、製品のマーケティングに
は、製品が売れる要因に関する科学的知識で
ある know-why型知識や製品の売り方に関する
実践知である know-how型知識だけでなく、製
品の既存のユーザーあるいは潜在的ユーザー
のニーズに関する知識である know-what型知識
が必要であると論じている（楠木 2001 : 56-57）。
know-what型知識は、具体的には、ユーザーが
求める製品が何であるのか、どのユーザーがど
のような価値を求めて製品を使用するのかに関
する知識である。これらの知識は、製品の根幹
を決める製品コンセプトに関する知識であり、
政策に置きかえると政策目的に関する知識であ
る。このような知識を得るためには、ユーザー
からのフィードバックが重要である。双方向的
なコミュニケーションを通じて、製品の作成者
は、製品コンセプトの問題点や改善点を発見し、
必要に応じて製品コンセプトを変更する。つま
り、know-what型知識は、因果関係の立証をめ
ざす know-why型知識や製品コンセプトの実践
をめざす know-how型知識のように特定の目的
を所与とせず、新しい目的を創造する知識であ
る。このような知識創出のあり方は、これまで
述べてきた障害者政策の評価のあり方にも共通
する。なお、know-what型知識を創出する試み
と共通する視座として、政策分析や政策評価の
研究においても、分析者（あるいは評価者）と
そのユーザー（政策担当者や障害当事者をはじ
めとしたステークホルダー）との間の双方向的
な知識創出あるいは学習プロセスの重要性が
指摘されている（松田 2016 : 36 ; Berriet-Solliec, 
Labarthe and Laurent 2014 : 207-209）。
　このような双方向的な知識創出のための調査
方法として、近年のマーケティング論では行動
観察（参与観察）によって製品の問題点を発見
する試みが行われている（松波 2013）。従来の
政策研究では、双方向的な知識創出のために、
ワークショップやフォーカスグループディス
カッションをはじめとした参加型評価（参加型
政策分析）の手法が重視されてきた（源 2016）。
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れている団体ではない点である。第二に、障害
当事者に対して聞き取り調査や行動観察を実施
していない点である。第三に、自発的調査とい
うよりも委託調査に近い形態の調査である点で
ある。第四に、あくまで岩手県のみという一部
の地域に限定された調査となっている点である。
しかし、この調査は、調査団体が評価手法に関
する専門性を生かして、地域移行支援施策の実
施プロセスについて現場から丹念に情報を収集
し、問題探索型調査を適切に実施できている。

4. 2　 新たな政策評価システムの構築に向
けての課題

　本節では、意図しない政策効果を把握するた
めに、行政が行政以外の主体による調査活動の
成果を活用する新たな政策評価システムの構築
のあり方について考察する。現行の政策評価シ
ステムにおいては、行政以外の主体による自発
的な調査活動の成果が活用されていないがゆえ
に、意図しない政策効果の把握が困難となって
いると考えられる。そこで、まず、活用の障壁
となっていると考えられる行政以外の主体によ
る自発的な調査活動の問題点について検討する。
そのうえで、問題点を解決するための課題につ
いて、行政以外の主体の課題と行政の課題をそ
れぞれ示す。
　自発的調査には、行政がその成果を活用する
のを妨げるいくつかの問題点がある。
　第一の問題点は、調査の実施主体による政策
効果の調査手法の専門性が低い点である。意図
しない政策効果を把握するための自発的調査は、
政策対象者から構成される NPO団体が実施主
体として想定される。たしかに、政策対象者は、
特定の政策分野に関する専門性は高い。しかし、
政策効果の調査に関する技術、たとえば費用便
益分析やインパクト評価の技術に関する専門性
は、民間シンクタンクやコンサルティング会社
に比べると低い可能性が高い。そのため、意図
しない政策効果の存在を実証する技術に欠ける。
この点において、行政は、民間シンクタンクや
コンサルティング会社の委託調査の成果の活用
に親しんでいるため、政策対象者による自発的
調査の成果の活用を忌避する可能性がある。
　第二の問題点は、自発的調査は政策アドボ
カシーであるという批判を免れない点である。

地域移行実務者（4人）とのワークショップと
いった手法が採用された。とりわけ、医療機関
や支援事業者を対象とした聞き取り調査や実務
者ワークショップでは、県に対する要望も聞い
ており（Ibid. : 2）、問題探索型調査に近い形態
となっている。このように、問題探索的で双方
向的な知識創出を企図した政策分析に適した手
法となっている。
　この調査を実施した結果、主に市町村に対す
るアンケート調査を通じて、地域移行支援に関
するいくつかの意図しない負の政策効果が明ら
かとなった（Ibid. : 9）。
　第一に、退所（退院）したとしても、頼れる
家族・親族がいないため、地域での生活が困難
で病状が悪化しやすい点である。とくに、岩手
県のように過疎化が進む地域では、家族機能が
衰退しており、家族が精神障害者を支援するこ
とが困難となっている。また、聞き取り調査や
ワークショップを通じて、家族や親族がいて帰
宅が実現したとしても、逆に気を使ってしまい
本人の病状が悪化するケースが報告されている
（Ibid. : 28, 39）。
　第二に、家族に頼らず自宅で生活する場合に
も、病院や施設での生活に慣れているため、当
人は強い不安を抱き病状が悪化しやすい点であ
る。たとえば、家事を一から覚える必要がある
ため本人の負担が大きい点、金銭管理や服薬管
理への不安、対人関係への不安といった問題点
が指摘されている。なお、このような問題を解
決するために、自宅への移行をスムーズに行う
ための 24時間サポート体制の整備が提言され
ている（Ibid. : 49）。
　第三に、退所（退院）後に居住するグループ
ホームの施設不足やグループホーム入居者の滞
留によって（Ibid. : 37）、退院後の受け皿が不
足し、新たな地域移行や社会復帰が困難になっ
ている点である。この問題は、実施体制の未
整備にあるのはもちろんのこと、就労支援事
業所との連携不足や地域社会の無理解によっ
て、グループホームからも退居する完全な社会
復帰が困難になっていることを示唆している
（Ibid. : 50）。
　ただし、本稿でとりあげた成功例には、これ
までの本稿の議論をふまえると、いくつかの問
題点があることにも留意する必要があるであろ
う。第一に、調査主体が障害当事者から構成さ
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でいう社会科学的な調査手法とは、前章でとり
あげた費用便益分析（費用効果分析）やインパ
クト評価をさす。また、組織資源の制約上、社
会科学的な調査手法を利用できない場合は、社
会科学的な調査手法に関する知見を持つシンク
タンクや学術団体と調査チームを組織する方策
が有効である22。
　他方で、行政は、意図しない政策効果の把握
の機能を高めるために、とくに政策対象者から
構成される NPO団体（NPO団体とシンクタン
クあるいは学術団体から構成される調査チーム
を含む）がより多くの調査資金を調達できるし
くみを構築する必要がある。その際、行政から
の一定の独立性を担保するためには、NPO団
体が一般市民や企業などから資金を調達でき
るしくみを構築する必要がある23。この資金調
達のしくみの一つとして、近年では、社会的
インパクト投資が提唱されてきた（Epstain and 
Yuthas 2014） 。社会的インパクト投資は、助成
財団・企業・個人投資家などが NPO団体に対
して資金を投資し、その見返りとして NPO団
体は実施する事業による社会的リターンや事業
の成功報酬24を事業への投資者に提供するしく
みである（Ibid. : Chapter 2）。また、日本の府省
においても、社会的インパクト投資と投資のリ
ターンを明らかにするための社会的インパクト
評価のしくみの構築の検討が始まっている（内
閣府共助社会づくり懇談会 2016）。社会的イン
パクト評価においては、NPO団体の事業によ
る社会的インパクトについて、NPO団体が業
績測定だけでなくインパクト評価や費用便益分
析（費用効果分析）を用いて評価することを求
めている（牟田 2015 ; 長峯 2015）。このような
社会的インパクト投資や社会的インパクト評価
のしくみが浸透すれば、NPO団体は自発的調
査に必要な資金を調達できる可能性がある。ま
た、社会的インパクト評価の実践を通じて、意
図しない政策効果を把握するための調査手法を

NPO団体による自発的な政策評価の形態とし
て政策提唱型評価（advocacy evaluation） という
概念がある（山谷 2002 : 91）。その概念を自発
的調査にも適用するならば、自発的調査は、自
らの生活状況を改善するための政策を作成する
よう行政に要請するための活動でもある。その
ため、政策対象者による自発的調査は、政策対
象者自身の主観性が反映されているとの批判が
なされる可能性がある。また、調査によって生
産された意図しない政策効果に関する情報が、
恣意的なエビデンス（cherry-picking evidence）
（Head 2016 : 476） にもとづいているとの批判が
なされる可能性がある。とくに、意図しない負
の政策効果を被る政策対象者の数や政策対象者
の集団の政治的影響力が小さい場合には、行政
は、自発的調査の主観性を考慮して、自発的調
査の成果を活用しない可能性がある。
　第三の問題点は、自発的調査の場合、調査に
必要な組織資源や資金が不足しやすい点である。
とくに、政策対象者から構成される NPO団体
の場合、民間シンクタンクやコンサルティング
会社と比べると、小規模な組織である可能性が
ある。組織の属する人員が少ない場合には、ニー
ズ調査や意図しない政策効果の存在を裏づける
ためのより大規模なアンケート調査の実施が困
難となる。また、NPO団体に対する寄付金な
どの資金源の額が少なければ、調査を行うため
に必要な資金調達も困難となる。
　最後に、自発的調査の問題点を解決するため
の課題について、行政以外の主体と行政それぞ
れの観点から考察する。
　まず、行政以外の主体、とりわけ政策対象者
から構成される NPO団体においては、社会科
学的な調査手法に関する専門性を高める必要が
ある。社会科学的な調査手法を利用して調査を
実施できれば、政策アドボカシー活動において
免れない主観性の軽減につながり、行政に対し
てより説得力ある情報提供が可能となる。ここ

22 ただし、日本のシンクタンクに関しては、量的には整っている一方、質的には未熟であるとの指摘がなされている。たとえば、営利目的
のために存在するシンクタンクは、委託研究中心でオリジナリティのある研究が困難であるという。また、公益法人などの非営利目的の
ために存在するシンクタンクも、中央府省との結び付きが強く、いわゆる天下り先となっており、研究の独立性の担保が困難であるとい
う（飯塚・堤 2015: 107）。

23 なお、行政からの独立性は担保されない委託調査であるが、専門家とともに調査チームを組織した NPO団体が、障害者福祉施策を所
管する厚生労働省の厚生労働科学研究補助金を申請する方法もある。申請の諾否は、専門的・学術的観点や行政的観点等からの評価を
もって判断される（厚生労働省 2016）。

24 事業の成功を判断する資金仲介者（ファンド、ベンチャーキャピタル、助成財団、金融機関）によって投資者に支払われる報酬である
（内閣府共助社会づくり懇談会 2016: 5）。
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扱う技術の洗練につながる可能性がある。

5．今後の研究課題

　最後に、今後の研究課題を三点あげる。
　第一に、障害者政策における事前評価と事後
評価によるニーズの把握の実態の検証である。
本稿では、事前評価と事後評価の機能の理論的
検討の段階にとどまっている。今後は、日本の
府省の政策評価を事例として実態を検証する。
　第二に、行政以外の主体による意図しない政
策効果の把握の有効性の検証である。本稿では、
行政以外の主体による自発的な調査活動が、意
図しない政策効果の把握に貢献しうることを理
論的に示す段階にとどまった。他方で、調査活
動の実態やその機能について検証できていない。
そのため、今後は、障害者政策において、行政
以外の主体が行っているいくつかの事前あるい
は事後の政策効果の調査活動を事例として用い
て、行政以外の主体が意図しない政策効果を適
切に把握できているかを検証する。
　第三に、行政以外の主体による意図しない政
策効果に関する自発的な調査活動の成果が行政
によって活用される条件の検討である。行政以
外の主体による調査活動には、専門性、調査の
主観性、組織資源および調査費用の調達の側面
で機能に制約がある。とりわけ、政策対象者か
ら構成された NPO団体が単独で調査を実施す
る場合には、制約が大きくなる。そのため、意
図しない政策効果の把握に際して、行政にとっ
て説得力のある良質な調査を実施できない可能
性がある。このような想定の正否を検討するた
めに、今後は、行政以外の主体による自発的な
調査活動の事例を分析する。その際、どのよう
な調査体制の下で、そしてどのような調査手法
を用いて意図しない政策効果に関する情報を生
産し、どの方法でその情報を行政に伝達してい
るかを調査する。また、行政は、どのような調
査手法によって生産された意図しない政策効果
に関する情報を有意と判断し、実際にその情報
を活用して政策修正を行ったかを調査する。　
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